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○鹿屋市太陽光発電設備等設置補助金交付要綱 

令和５年６月30日告示第281号 

改正 

令和５年10月１日告示第349号 

令和６年３月25日告示第112号 

令和６年12月２日告示第461号 

令和７年４月１日告示第152号 

鹿屋市太陽光発電設備等設置補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鹿屋市における脱炭素を推進するため、市内で住宅用太陽光発電設備及び蓄

電池設備を設置する者に対し、予算の範囲内において鹿屋市太陽光発電設備等設置補助金（以下

「補助金」という。）を交付することを目的とし、その交付については、二酸化炭素排出抑制対

策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付要綱（令和４年３月30日環政計発第

2203301号）、鹿屋市補助金等交付規則（平成18年鹿屋市規則第73号）及びこの要綱の定めるとこ

ろによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 補助事業 補助金の交付の対象となる設備の導入に係る事業をいう。 

(２) 住宅 戸建の専用住宅（居住用床面積が50平方メートル以上のものに限る。）又は併用住

宅（居住用床面積が50平方メートル以上かつ居住用床面積の割合が延床面積の５割以上のもの

に限る。）の用に供する家屋（マンション、アパート等の集合住宅、保養所、寄宿舎等を除く。

以下同じ。）をいう。 

(３) 蓄電池設備価格 蓄電池設備の見積額から第５条に規定する補助対象経費以外の経費を除

いた額（設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消費税を除く。）をいう。 

(４) 単価 １キロワット時当たりの蓄電池設備価格をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(１) 自ら所有し、居住する市内の住宅又は自ら所有し、居住するために新築若しくは購入する

市内の住宅に補助対象設備を設置する者 

(２) 第11条に規定する実績報告書の提出時点において、補助対象設備を設置する住宅の場所が
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本市の住民基本台帳に記録されている住所と同一の者 

(３) 市税の滞納がない者 

(４) 補助対象設備について、国、鹿児島県又は本市から補助金等の交付を受けておらず、かつ、

受ける見込みがない者 

(５) 鹿屋市暴力団排除条例（平成24年鹿屋市条例第19号）第２条第１号に規定する暴力団若し

くは同条第２号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有

していないこと。 

２ 前項第１号及び第２号の場合において、仕事の都合その他社会生活上やむを得ない事由により

当該住宅の場所を住所として住民基本台帳に登録ができない場合において、配偶者又は１親等の

血族若しくは姻族である者が当該住宅の場所を住所として住民基本台帳に登録し、かつ、その住

宅に居住している場合は、前項第１号及び第２号の要件を満たしているものとみなす。 

（補助対象設備） 

第４条 補助金の交付の対象となる設備（以下「補助対象設備」という。）は、次に掲げるものと

する。 

(１) 太陽光発電設備 次のアからケまでに掲げる要件を全て満たすもの 

ア 個人の住宅の屋根に設置するものであること。 

イ 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合

計値のいずれか低い値が10キロワット未満のものであること。 

ウ 商用化され、導入実績があるものであること。 

エ 中古設備でないこと。 

オ 既存設備の置換又は増設でないこと。 

カ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成23年法律第108号。以下「再

エネ特措法」という。）に基づくＦＩＴ制度又はＦＩＰ制度の認定を取得しないものである

こと。 

キ 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第５号ロに掲げる接続供給（自己託送）

を行わないものであること。 

ク 法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果に

ついてＪ－クレジット制度への登録を行わないものであること。 

ケ 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）

に定める遵守事項に準拠して補助事業を行うものであること。ただし、専らＦＩＴの認定を
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受けた者に対するものを除く。 

(２) 蓄電池設備 次のアからクまでに掲げる要件を全て満たすもの 

ア 別表第１に掲げる蓄電池の仕様に適合するものであること。 

イ 前号に規定する太陽光発電設備を導入するに当たって、当該設備の附帯設備として導入す

るものであること。 

ウ 単価が15万5,000円以下のものであること。 

エ 原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであって、非常用予備電源

として停電時のみに利用するものではなく、平時において充放電を繰り返すことを前提とし

たものであること。 

オ 定置用のものであること。 

カ 商用化され、導入実績があるものであること。 

キ 中古設備でないこと。 

ク 既存設備の置換又は増設でないこと。 

２ 前項各号に規定する要件のほか、補助対象設備により発電した電力量の30％以上を自家消費す

ることを要件とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業の実施に

要する費用のうち、別表第２に掲げるものとする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。 

(１) 太陽光発電設備 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナ

ーの定格出力の合計値のいずれか低い値（キロワット表示とし、小数点以下の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）に１キロワット当たり７万円を乗じた額とする。 

(２) 蓄電池設備 蓄電池設備価格の額（ただし、導入するキロワット時が10キロワット時を超

えるときは、単価に10を乗じて得た額）に３分の１を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が別に定める日ま

でに、鹿屋市太陽光発電設備等設置補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 
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(１) 補助対象設備の設置に係る見積書の写し（内訳の記載があるもの） 

(２) 補助対象設備の設置費用内訳書 

(３) 補助対象設備の設置場所及び付近の見取図 

(４) 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し（補助対象設備の仕様が分かる書類） 

(５) 補助対象設備の発電電力の自家消費量計画書 

(６) 申請者の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード（表面）等の顔写真付きのもの

は１点。公的機関が発行した顔写真なしの証明書であって、提出時において有効であるものは

２点。以下同じ。）の写し 

(７) 市税の滞納がないことが分かる書類 

(８) 委任状（補助金の交付申請等の手続を代理人に委任する場合に限る。） 

(９) 代理人の本人確認書類の写し（補助金の交付申請等の手続を代理人に委任する場合に限

る。） 

(10) 補助対象設備を設置する住宅の登記事項証明書（発行後３月以内のものに限る。） 

(11) 補助対象設備を設置する住宅の所有者全員の設備設置承諾書（住宅の所有者が２人以上い

る場合に限る。） 

(12) 誓約書（申請者及び施工業者がそれぞれ記入したもの） 

(13) その他市長が必要と認める書類 

２ 交付申請時点において補助対象設備を設置する住宅が登記未了の新築住宅である場合は、前項

第10号の登記事項証明書は、第11条の実績報告を行う時点で提出するものとする。 

３ 補助金の交付申請の受付は、先着順に行うものとする。 

（補助金の交付決定通知） 

第８条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金を交付することを決定した者（以下「補助事業者」という。）

に対しては鹿屋市太陽光発電設備等設置補助金交付決定通知書（別記第２号様式。以下「交付決

定通知書」という。）により、交付しないことを決定した者に対しては鹿屋市太陽光発電設備等

設置補助金不交付決定通知書（別記第３号様式）により、それぞれ通知する。 

（補助事業の着手） 

第９条 補助事業者は、前条に規定する交付決定通知書を受けた後でなければ、補助事業に着手し

てはならない。なお、補助事業に係る工事請負契約等を締結した場合は、補助事業に着手したも

のとみなす。 
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（状況報告） 

第10条 市長は、必要と認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告を求

めることができる。 

（実績報告） 

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業が完了した日から起算して３月を経

過する日又は当該年度の２月15日（その日が鹿屋市の休日を定める条例（平成18年鹿屋市条例第

２号）に規定する市の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない

日）のいずれか早い日までに、鹿屋市太陽光発電設備等設置補助金実績報告書（別記第４号様式）

に次に掲げる書類（以下「添付書類」という。）を添えて市長に提出しなければならない。ただ

し、当該添付書類のうち、補助事業者の責によらない事由により本文に規定する日までに提出す

ることができない書類については、この限りでない。 

(１) 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し 

(２) 補助対象設備の設置に係る領収書の写し（内訳の記載があるもの） 

(３) 補助対象設備の設置費用内訳書 

(４) 補助対象設備の保証書の写し 

(５) 補助対象設備の設置前及び設置後の住宅の状況を記録したカラー写真 

(６) 補助対象設備の設置状況を記録したカラー写真（設置場所や導入した補助対象設備に貼付

された銘板等の表示がわかるもの） 

(７) 電力会社の系統との接続契約書の写し 

(８) 売電契約書の写し（太陽光発電設備で発電した余剰電力を売電する場合に限る。） 

(９) 太陽光発電設備と直接連系していることを確認できる書類（蓄電池設備を設置する場合に

限る。） 

(10) 住民票の写し（住民基本台帳に記録された住所と補助対象設備を設置する住宅の所在地が

同一であることを確認できるものであって、発行から３月以内のものに限る。）。ただし、第

３条第２項の規定を適用する場合は、この限りでない。 

(11) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第12条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認

検査等を行い、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定し、鹿屋市太陽光発電設備等設置補助金交付確定通知書
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（別記第５号様式）により補助事業者に通知する。 

（補助金の請求） 

第13条 前条の通知を受けた者が補助金を請求しようとするときは、鹿屋市太陽光発電設備等設置

補助金交付請求書（別記第６号様式）に振込口座を照合できるものを添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

（自家消費量の報告） 

第14条 補助事業者は、補助事業を完了した年度の翌年度以降においても、第16条第１項の表の左

欄に掲げる補助対象設備の区分に応じ、右欄に定める法定耐用年数の期間内は、毎年度、第４条

第２項に規定する要件を確認するため、補助対象設備により発電した電力量や自家消費割合等の

実績について記録することとし、市長が必要と認めた場合は、市長求めに応じて自家消費量に関

する報告書（別記第７号様式）により市長に報告しなければならない。 

（取得財産等の管理義務） 

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」と

いう。）について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金

の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

（取得財産等の処分の制限） 

第16条 補助事業者は、表の左欄に掲げる補助対象設備の区分に応じ、右欄に定める法定耐用年数

の期間内において、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、やむを得ず廃棄し、又は担保に供しようとする（以下「財産処分等」という。）ときは、鹿

屋市太陽光発電設備等設置補助金財産処分等承認申請書（別記第８号様式）により、あらかじめ

市長の承認を受けなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由

により対象設備を財産処分等する場合は、事後に当該申請書を提出することができるものとする。 

補助対象設備 法定耐用年数 

太陽光発電設備 17年 

蓄電池設備 ６年 

２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該財産処分等を承認すべ

きと認めたときは、鹿屋市太陽光発電設備等設置補助金財産処分等承認通知書（別記第９号様式）

により補助事業者に通知する。なお、承認に関する基準は、環境省所管の補助金等で取得した財

産の処分承認基準について（平成20年５月15日付け環境会発第080515002号大臣官房会計課長通
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知）別添「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準」の規定に準じるものとする。 

（関係書類の保管） 

第17条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業が完了した年

度の翌年度から起算して、第16条第１項の表の左欄に掲げる補助対象設備の区分に応じ、右欄に

定める法定耐用年数を経過するまで保存しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁

的記録によることができる。 

（その他） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

附 則（令和５年10月１日告示第349号） 

この要綱は、令和５年10月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月25日告示第112号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年12月２日告示第461号） 

この要綱は、令和６年12月２日から施行する。 

附 則（令和７年４月１日告示第152号） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

蓄電池の仕様 

【家庭用蓄電池（20ｋＷｈ未満）：１～６の全てを満たすこと。】 

１ 蓄電池パッケージ 

蓄電池部（初期実効容量1.0ｋＷｈ以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置から

構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージ

として取り扱うものであること。 

備考１ 初期実効容量は、ＪＥＭ規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値の

いずれか低い方を適用する。 

２ システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 
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２ 性能表示基準 

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等につ

いて、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 

(１) 初期実効容量 

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容

量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。（算出方法については、一般社

団法人日本電機工業会日本電機工業会規格「ＪＥＭ1511 低圧蓄電システムの初期実効容

量算出方法」を参照すること。） 

(２) 定格出力 

定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出

力とする。定格出力の単位はＷ、ｋＷ、ＭＷのいずれかとする。 

(３) 出力可能時間の例示 

① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力（Ｗ）と出力可能時間（ｈ）

の積で規定される容量（Ｗｈ）が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表

的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システ

ムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は、製

造事業者指定の値でよい。 

② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例

示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位は、Ｗ、

ｋＷ、ＭＷのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満

の場合は、１分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、５分刻みの切

り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等

を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部から

の電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位

は、Ｗ、ｋＷ、ＭＷのいずれかとする。 

(４) 保有期間 

法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 

(５) 廃棄方法 

使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明
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記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記

されていること。 

【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へ御連絡ください。」 

(６) アフターサービス 

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されて

いること。 

３ 蓄電池部安全基準 

ＪＩＳ Ｃ8715－２又はＩＥＣ62619の規格を満足すること。 

４ 蓄電システム部安全基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ） 

ＪＩＳ Ｃ4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるＪＩＳ Ｃ

4412適用の猶予期間中は、ＪＩＳ Ｃ4412－１若しくはＪＩＳ Ｃ4412－２※の規格も可と

する。 

※ ＪＩＳ Ｃ4412－２における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別

表第八」に準拠すること。 

５ 震災対策基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ） 

蓄電容量10ｋＷｈ未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの

震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 

※ 第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、ＩＥＣＥ

Ｅ－ＣＢ制度に基づく国内認証機関（ＮＣＢ）であること。 

６ 保証期間 

(１) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであるこ

と。 

備考１ 蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も

含む。 

２ 当該機器製造事業者以外の保証（販売店保証等）は含めない。 

３ メーカー保証期間内の補償費用は、無償であることを条件とする。 

４ 蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積

で算出される蓄電池部の容量とする。 

５ ＪＥＭ規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいずれか低い方）が1.0
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ｋＷｈ未満の蓄電システムは対象外とする。 

別表第２（第５条関係） 

補助対象経費 

区分 費目 細分 内容 

工事費 本工事費 

（直接工事費） 

材料費 補助事業を行うために直接必要な材料の購入

費をいい、これに要する運搬費、保管料を含

むものとする。 

労務費 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の

人件費をいう。 

直接経費 補助事業を行うために直接必要とする経費で

あって、次に掲げるものをいう。 

(１) 特許権使用料（契約に基づき使用する

特許の使用料及び派出する技術者等に要す

る費用） 

(２) 水道、光熱、電力料（補助事業を行う

ために必要な電力電灯使用料及び用水使用

料） 

(３) 機械経費（補助事業を行うために必要

な機械の使用に要する経費（材料費及び労

務費を除く。）） 

(４) 負担金（補助事業を行うために必要な

経費であって、契約、協定等に基づき負担

するもの） 

本工事費 

（間接工事費） 

共通仮設費 補助事業を行うために直接必要な現場経費で

あって、次に掲げるものをいう。 

(１) 補助事業を行うために直接必要な機械

器具等の運搬及び移動に要する費用 

(２) 準備、後片付け整地等に要する費用 

(３) 機械の設置撤去及び仮道布設現場補修
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等に要する費用 

(４) 技術管理に要する費用 

(５) 交通の管理、安全施設等に要する費用 

現場管理費 補助事業を行うために直接必要な現場経費で

あって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、

通信交通費その他に要する費用 

一般管理費 補助事業を行うために直接必要な諸給与、法

定福利費、修繕維持費、事務用品費及び通信

交通費をいう。 

附帯工事費  本工事費に付随する直接必要な工事に要する

費用（必要最小限度の範囲で、本工事費に準

じて算定すること。）をいう。 

機械器具費  補助事業を行うために直接必要な建築用、小

運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、

運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する

経費をいう。 

測量及び試験費  補助事業を行うために直接必要な調査、測量、

基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要

する経費をいう。 

設備費 設備費  補助事業を行うために直接必要な設備及び機

器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け

等に要する経費をいう。 
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別記 

第１号様式（第７条関係） 
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第２号様式（第８条関係） 
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第３号様式（第８条関係） 
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第４号様式（第11条関係） 
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第５号様式（第12条関係） 
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第６号様式（第13条関係） 
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第７号様式（第14条関係） 
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第８号様式（第16条関係） 
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第９号様式（第16条関係） 

 


